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1－1 位置付け 
⾼取町都市計画マスタープラン（以下「都市計画マスタ−プラン」という。）は都市計画法第 18

条の２に基づく⾼取町（以下「本町」という。）の都市計画に関する基本⽅針で、奈良県が定める
奈良県都市計画区域マスタープランや⾼取町まち・ひと・しごと創⽣総合戦略（以下「総合戦略」
という。）を上位計画としています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 都市計画マスタープランの位置付け 

 

  

第1章 都市計画マスタープランの位置付けと役割  

都市計画マスタ－プラン（都市計画に関する基本方針） 

即する（都市計画法第 18 条の 2 第 4 項） 

  

奈良県 高取町 

上位計画 

各種都市計画
決定

●区域区分‥………市街化区域、市街化調整区域など
●地域地区‥………⽤途地域、⾼度地区、特別緑地保全地区 など
●都市施設‥………道路、公園、下⽔道 など
●市街地開発事業…⼟地区画整理事業、市街地再開発事業 など

⾝近な地区での
まちづくり ●地区計画 ●建築協定 ●緑地協定

奈良県都市計画区域マスタープラン 

目標年次：平成 32 年 

高取町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

目標年次：令和７年 
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対象区域は、都市計画区域内とします。本町は、町域全域が都市計画区域のため、町域全域が
対象となります。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 対象地域 

 

1－3 目標年度 
平成 27 年度を基準年度とし、20 年先を展望しつつ、本町の総合戦略との整合を踏まえ、令和

8 年度を⽬標年度とします。また、社会情勢の変化に対応し、柔軟に⾒直しを⾏うこととします。
今回の改訂もその⼀貫で⾏ったものです。 
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30 年度 
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令和 
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令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

基準 
年度 

          ⽬標 
年度 

※この⽬標年度は、都市計画マスタープランを適⽤するおおむねの期限を⽰すもので、⽬標年度
までに完了することを⽰すものではありません。 

 

図 1-3 目標年度  

  

1－2 対象地域 
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1－4 上位計画 
上位計画の概要を以下に⽰します。 

■奈良県都市計画区域マスタープラン 

【都市づくりの基本方向】 

奈良の未来を創る〜「歴史・⾃然あふれる元気で安全・安⼼な『まほろば』の創出」 
【大和都市計画区域の将来像－中部地域】 

・京奈和⾃動⾞道等を軸とした広域連携軸や、国道 24 号バイパス、国道 169 号、中和幹線等の幹
線道路等による地域連携軸の形成を図るとされています。 

・京奈和⾃動⾞道、近畿⾃動⾞道名古屋⼤阪線のインターチェンジ周辺や、幹線道路沿道、既存
⼯業団地周辺等においては、地域の⾃⽴を図るため、周辺環境との調和及び保全等に配慮しつ
つ、主として⼯業系、物流系、商業系の⼟地利⽤を計画的に推進し、雇⽤の場の確保、⾼付加
価値産業等の集積
を図るとされてい
ます。 

・観光交流拠点をつな
ぐ京奈和⾃動⾞道
等及び国道 24 号、
国道 169 号などの
幹線道路や JR・近鉄
などの鉄道、⼤規模
⾃転⾞道などとそ
の沿道空間を対象
に、ハード施策及び
ソフト施策を⼀体
的に推進し、観光・
交流者の移動円滑
化や沿道景観整備、
交流空間の確保、情
報発信の充実等を
図り、奈良らしい歴
史・⽂化を感じるこ
とができ、便利で快
適な観光交流軸（歴
史街道を含む。）を
形成するとされて
います。 

 

  
図 1-4 将来都市構造のイメージ（中部地域） 
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■高取町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

 

 

 

 

 

表 1-1 総合戦略の施策体系 

  

基本⽬標 基本⽅針 施策の⽅向性 
【基本⽬標１】： 
安⼼して⼦育て
ができるまち 
⾼取 
 
 
 

１-１：⼦育て環境の整備 ①妊娠・出産・⼦育てに関する情報提供・相談 
②妊娠・出産・⼦育てに関する助成 
③⼦供預かり制度の充実 
④⼦供の健康づくりの推進 
⑤⼦供の権利擁護の推進 

１-２：教育環境の向上 ①教育施設の充実 
②魅⼒ある教育の実施 
③学校と地域とのネットワークづくり 

【基本⽬標２】： 
⼼豊かに、⼈が
⽀え合い暮らせ
るまち ⾼取 
 

２-１：⽣涯にわたって⽣き⽣
きと暮らせる仕組みづくり 

①⽣涯保健体制・地域医療の充実 
②⽣涯活動の推進 

２-２：地域福祉の更なる推進 ①地域福祉の充実 
②⾼齢者福祉の充実 
③障害者福祉の充実 
④⼈権擁護 

２-３：暮らしを⽀える基盤の
整備 

①⽣活・都市基盤の整備・充実 
②既存ストックの適切な活⽤・維持管理 

２-４：地域の安全・安⼼の向上 ①防災・減災の推進 
②交通安全対策の推進 
③防犯対策の推進 

２-５：地域環境の保全 ①環境保全の推進 
②空家の予防・活⽤・除去の推進 

【基本⽬標３】： 
訪れたくなるま
ち、住みたくな
るまち ⾼取 

３-１：観光による交流の拡⼤ ①既存地域資源の保全と魅⼒向上 
②新たな観光資源の開発・ＰＲ 
③観光客の利便性の向上 

３-２：町の魅⼒発信等による
移住促進 

①イベント等によるＰＲ事業の実施 
②移住促進を⽬指したまちづくり計画の推進 

【基本⽬標４】： 
産業振興により
活⼒あるまち 
⾼取 
 

４-１：地域産業の振興 ①農林業の振興⽀援 
②商⼯業の振興⽀援 
③地域ブランドの育成・創出 

４-２：新たな企業の誘致・創業 ①企業誘致・創業⽀援 
②⼥性の就労⽀援 

【まちの将来像】 一人一人が輝けるまち 高取 

～子供から高齢者までみんなで取り組むまちづくり～ 
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1－5 今回の改訂点 
今回の改訂は、策定基準年度から 5 年⽬に当たり⾒直しを⾏ったものです。平成 29 年 3 ⽉に

策定した都市計画マスタープランの内容を基本とし、本町を取り巻く環境の変化を踏まえた内容
変更を⾏うとともに、構成や記載項⽬の⾒直しを⾏っています。 
 

■改訂点 

今回の⾒直しは以下のとおりです。 

 

１．都市計画道路の変更 

  都市計画道路 3・3・53 号橿原⾼取線を 3・3・53 号御所⾼取線に名称を改め、⼀部ルー
ト変更 

 

２．都市構造の見直し 

  都市計画道路の変更に伴う将来の都市構造の⾒直し 

 

３．整備方針の見直し  

  本町を取り巻く社会経済情勢の変化や将来の都市構造の⾒直しに伴う施設整備の⽅針の
⾒直し 

 

４．構成、内容の見直し 

  他の計画に記載された事項等の整理、⾒やすくするための構成や内容の⾒直し 

 

 

1－6 都市計画マスタープランの役割 
 

（１）都市計画に係る施策を総合的に展開していくための指針 

都市づくりの基本的な考え⽅、⼟地利⽤の⽅針、道路（駅前広場を含む）、公園などの都市施
設の整備⽅針を明らかにし、具体的な都市計画を定める際の総合的な指針とします。 

 

（２）地域の特性と課題に応じた「地域主体のまちづくり」のベース 

住⺠と⾏政の協働によるまちづくりの推進に向けて、地域の特性に応じたルールづくり（地
区計画など）に活⽤します。 
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2－1 都市の現状 
 

（１）位置 

本町は、県庁所在地である奈良市から南へ約 30km、奈良盆地の東南端に位置する⾯積 25.77km2

の町です。東南に⾼取⼭がそびえ、南は芦原峠、船倉弁天⼭の連峰をもって吉野郡⼤淀町に、⻄
は曽我川を境に御所市に、北は⾙吹⼭を境に橿原市、明⽇⾹村に接しています。 
 本町の⽞関⼝である近鉄壺阪⼭駅から、⼤阪阿部野橋駅、近鉄奈良駅への所要時間は約 1 時間
です。 

 

（２）人口 

【将来人口】 

 本町の⼈⼝は、昭和 20 年をピークに、
昭和 60 年に⼀度増加したものの減少が
続いています。 

本町の⼈⼝ビジョンでは、令和 22 年
の将来⼈⼝推計が 4,625 ⼈と更に減少
が⾒込まれており、特に⽣産年齢⼈⼝
は平成 27 年と⽐較すると半数以下と
⾒込まれています。 

 

【通勤、通学】 

 本町の常住者のうち 2/3 は他都市に通
勤、通学しています。県内では橿原市、
御所市、⼤淀町の順に多くなっています。
県外では⼤阪府、京都府が多くなってい
ます。 
  

第２章 都市の現状とまちづくり  

図 2-2 通勤・通学先割合 

出典：国勢調査（平成 27 年） 

県内 1,714 人 

他県   492 人 

不詳   23 人 
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図 2-1 年齢 4 区分別将来人口推計 

出典：社⼈研推計（平成 30 年） 
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（３）産業 

〇事業所数 
 本町の事業所数は、平成 26 年の 337 事業所から減少し、平成 28 年では 324 事業所となって

います。事業所が最も多いのは卸売業、⼩売業で、続いて建設業、サービス業となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 産業別事業所数 

出典：経済センサス（平成 26 年 基礎調査／平成 28 年 活動調査） 

 

〇商業の現況 
本町の卸売業、⼩売業の年間商品販売額は、平成 28 年に 81 億 2,000 万円となっており、平成

26 年からほぼ横ばいとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-４ 年間商品販売額の推移 

出典：商業統計調査 
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〇製造業の現況 

製造業に属する製造品出荷額は、平成 22 年に 100 億円を下回りましたが、その後上昇傾向を
⽰しており平成 28 年には 92 億円になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-5 製造品出荷額 

出典：⼯業統計調査 

 

〇農業の現況 

平成 27 年の本町の農家数は 383 ⼾で、その内訳は販売農家が 160 ⼾、⾃給的農家が 223 ⼾と
なっています。 

また、平成 27 年の経営耕地の総⾯積は 104ha で、⽥が 92ha、畑（樹園地を除く。）が 11ha と
なっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-6 農家数の推移    図 2-7 経営耕地の状況 

出典：農林業センサス              出典：農林業センサス 
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※項⽬ごとに四捨五⼊されており 
 総⾯積は⼀致しない 
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〇林業の現況 

本町の林家数は年々減少しており、平成 27 年は 96 ⼾となっています。平成 26 年度奈良県林
業統計による本町の森林⾯積は 1,691ha ですが、そのほとんどの 1,302ha が⺠有林です。 

⺠有林の 1,107ha が⼈⼯林で、針葉樹が 1,032ha となっており、⺠有林⾯積の 79％を占めてい
ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-8 林家数の推移 

出典：農林業センサス 

 

 

（４）交通基盤 

〇道路 

国道 169 号は吉野地域と橿原市間を結ぶ唯⼀の幹線道路のため交通量が多く、特に通勤時間帯
には慢性的な渋滞が発⽣しています。 

都市計画道路御所⾼取線（⾞⽊〜清⽔⾕）は、兵庫から清⽔⾕までの約 3.4km 間を、交通の円
滑化、⾼規格道路へのアクセスの向上及び観光産業の活性化を⽬的として整備を進めています。 

また、橿原⾼取線、五條⾼取線、明⽇⾹清⽔⾕線や⾺佐清⽔⾕線などの県道があります。 
このほか町道が道路ネットワーク上重要な機能を担っています。 

 

〇鉄道、バス 

鉄道は、橿原神宮前駅と吉野駅を結ぶ近鉄吉野線が通り、壺阪⼭駅及び市尾駅が町内にあるほ
か、葛駅(御所市)が隣接しています。 

路線バスは、国道 169 号を通る路線、壺阪⼭駅から壷阪寺に⾄る路線、町⻄部の県道橿原⾼取
線を通る路線があります。 
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図 2-9 主要道路現況図 
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（５）土地利用 

本町の⼟地利⽤の現況は、⼭林が約 67％、農地が約 16％で、これらの⾃然的⼟地利⽤が約 87％
を占め、都市的⼟地利⽤は約 13％となっています。 

市街化区域内の⼟地利⽤は、宅地、公共施設⽤地、道路⽤地などの都市的⼟地利⽤が約 70％を
占めており、⾃然的⼟地利⽤は約 30％となっています。 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-10 土地利用図 
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（６）都市施設 

〇 下水道施設 

 下⽔道には、流域下⽔道⾼取川幹線、流域下⽔道曽我川幹線があり、処理分区は都市計画決定
しています。 
〇 公園、緑地 

現在の都市公園は、下⼦島の⾼取児童公園と観覚寺の⾼取中央公園、たかとり健幸の森公園で
す。これ以外に、いくつかの⼤字で⼦供の遊び場が設けられています。また本町には⾃然の緑地
が多く残されており、緑に恵まれています。 
〇 学校教育施設 

学校教育施設は、幼稚園が 2 か所(⾼取幼稚園、育成幼稚園)、⼩学校が 1 か所(たかむち⼩学
校)、中学校が 1 か所(⾼取中学校)、⾼校が 1 か所(奈良県⽴⾼取国際⾼等学校)あります。 
〇 社会教育施設 

社会教育施設は、リベルテホールがあり、多⽬的ホール、図書室、研修室を備えます。また、歴
史研修センターがあります。 
〇 スポーツ施設 

スポーツ施設は、⾼取中央公園内に健⺠運動場、テニスコートがあります。  
〇 保健、医療施設 

住⺠の健康保持、増進及び健康づくり意識の向上を図るため、保健センターが設置されていま
す。医療施設は、病院 l か所、⼀般診療所７か所、⻭科診療所４か所です。 
〇 福祉施設 

介護予防を⽬的とした住⺠の交流を図るため、介護予防施設 3 か所を設置しています。⼦供の
健全育成を図るための放課後児童クラブが 1 か所あるほか、社会福祉施設として介護保険施設 1
か所、障害者⽀援施設 3 か所があります。また、社会福祉法⼈施設として、養護⽼⼈ホーム 1 か
所、特別養護⽼⼈ホームが 2 か所あり、私⽴保育園が 1 か所あります。 
〇環境衛生施設 

環境衛⽣施設は、⾼取町営⽕葬場『昇華苑』があります。 
〇コミュニティ施設 

住⺠の交流、⽣涯学習スペースとして、⾼取町観光案内所「夢創舘」は町の観光案内を⾏うと
ともに、サークル活動が盛んに⾏われています。また、各地区の公⺠館や集会所、介護予防施設
でも様々な地域活動が⾏われています。 

 

（７）防災 

 災害時の避難場所は、指定緊急避難場所が 33 か所、また、⾼取中学校、たかむち⼩学校、旧育
成⼩学校、県⽴⾼取国際⾼校を指定避難所として指定しています。 
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（８）歴史、観光資源 

 本町は、お⾥沢市の物語「壺坂霊験記」の地として知られており、舞台となった壷阪寺、⽇本
三⼤⼭城の⼀つ⾼取城跡やそれに連なる旧城下町の町並みのほか、名所旧跡、歴史的遺産が多く
点在しており、観光資源が豊富に存在しています。 

数多くの古墳も点在し、市尾には国指定史跡の市尾墓⼭古墳と宮塚古墳が、与楽から寺崎にか
けては国指定史跡の与楽カンジョ古墳、与楽鑵⼦塚古墳、寺崎⽩壁塚古墳があり、佐⽥には束明
神古墳が残されています。 

また、町北部には、越智城館跡、⾙吹⼭城跡や光雲寺など中世の豪族越智⽒ゆかりの地が点在
しています。 

 

2－2 都市計画などの現況 
 

 本町の都市計画区域は町域全域であり 2,577ha です。このうち市街化区域は 119ha で、第⼀種
低層住居専⽤地域、第⼀種中⾼層住居専⽤地域、第⼀種住居地域、近隣商業地域の⽤途地域があ
り、近隣商業地域には準防⽕地域が定められています。また、市街化調整区域は 2,458ha です。 

都市計画マスタープランに関わるその他の法規制としては、農業振興地域と景観保全地区があ
ります。 

表2-1 主な法規制と面積 

区    分 面積(ha) 

都 

市 

計 

画 
都 市 計 画 区 域 2,577 

 市 街 化 区 域 119 

  第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 16.4 

  第 一 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 20.1 

  第 一 種 住 居 地 域 72.6 

 
 

近 隣 商 業 地 域 

（ 準 防 火 地 域 ） 
9.7 

 

 市 街 化 調 整 区 域 2,458 

そ 

の 

他 

農 業 振 興 地 域 540 

景 観 保 全 地 区 1,403 

 多 武 峰 高 取 1,294 

 貝 吹 山 109 

   出典：都市計画調査、奈良県農業振興地域整備⽅針、⾃然環境保全地区第⼀次指定調査 
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2－3 まちづくりの課題 
 

 ここまで整理してきた本町を取り巻く環境を踏まえて、まちづくりの課題を以下に整理し
ます。 

 

１ 人口減少社会を見据えたまちづくり 

本町では⼈⼝減少や少⼦⾼齢化が進⾏し、地域活⼒の低下が懸念されています。出⽣率の向上
を図り、⼈⼝減少の抑制を図るべく、⼦育て世代が安⼼して⼦供を産み育てられる⼦育て環境の
整備が課題となっています。 

また、⼈⼝の社会減も⽬⽴っており、⼈⼝減少の抑制のためには、特に若年層の定着が課題と
なっています。また⾼齢化率も上昇しており、⾼齢者に配慮したまちづくりも求められています。 

 

２ 安全、安心に暮らせるまちづくり 

過去の災害を教訓に、⾃然災害に対する総合的な防災対策を⾏うとともに、誰もが安⼼して暮
らせる町を⽬指し、交通安全対策や防犯対策を継続的に進めていく必要があります。 

 

３ 観光、レクリエーション機能の強化 

本町では、⾼取城跡や⼟佐街道、与楽古墳群など、数多くの歴史的資源を活⽤した観光イベント
を開催しています。 

今後は更に⼈⼝増加につながる交流⼈⼝の拡⼤が求められており、観光、レクリエーション機
能の充実を図るとともに、交流圏域の拡⼤につながる広域道路網の整備が課題となっています。 

 

４ 産業振興 

本町の事業所数は減少傾向にあり、製造品出荷額は、平成 22 年から横ばいの状況です。農業は、
後継者不⾜により耕作放棄地などの未利⽤地が発⽣しています。 

⼀⽅、京奈和⾃動⾞道の開通や都市計画道路御所⾼取線の計画変更を背景に、広域幹線道路の
沿道を中⼼に産業⽴地のポテンシャル（潜在需要）が⾼まっています。 

若年層の定着や産業活性化のためにも、新たな産業⽴地の受け⽫となる産業拠点の形成が課題
となっています。 
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3－1 都市計画マスタープランの基本的な考え方 
 

総合戦略では、まちの将来像を「⼀⼈⼀⼈が輝けるまち ⾼取 〜⼦供から⾼齢者までみんなで
取り組むまちづくり〜」を掲げています。 

 都市計画マスタープランでは総合戦略に掲げる将来像の意味を踏まえ、令和 8 年度を⽬標とし
た今後の「まちづくりの理念」を次のように設定します。 

 

 

⼀⼈⼀⼈が輝けるまち     住⺠が地域の⾃然、歴史、⽂化、産業に誇りと愛着を持てる
る⽣活環境や、住⺠が主体的にまちづくり活動に参加でき
る仕組みを整え、住⺠⼀⼈⼀⼈が⽣きがいを持って輝きな
がら⽣活できるまちづくりを進めます。 

 
みんなで取り組むまちづくり  ⼦供から⾼齢者までの幅広い世代による取組を基本としつ

つ、これを⽀援するまちづくり団体や企業など、多様な主体
が参画、連携したまちづくりを進めます。 

 

 

また、都市計画マスタープランの「基本⽅針」は以下のとおりとし、「整備⽅針」との関連項⽬
を下表に⽰します。 

 

  

第３章 全体構想  

基本⽅針 関連項⽬ 
基本⽅針１ 

安⼼して⼦育てができるまち ・教育、⽣涯学習 ・公園 

基本⽅針 2 
⼼豊かに、⼈が⽀え合い暮らせるまち 

・道路 ・⽔道 ・汚⽔処理 ・保健、福祉  
・防災 

基本⽅針 3 
訪れたくなるまち、住みたくなるまち ・⾃然、歴史、観光 ・都市景観 ・住環境 

基本⽅針 4 
産業振興により活⼒あるまち ・企業誘致 

表 3-1 基本方針と関連項目 
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3－2 将来の都市構造 
 

（１）基本的な都市構造 

 本町は、北部と南部の森林地域によって町が縁どられ、南北⽅向に国道 169 号が縦断し、⼟佐
街道沿いに都市的⼟地利⽤が展開しています。また、近鉄吉野線は中央部に開ける平野部を北か
ら南⻄に通過し、⼤阪、京都、奈良⽅⾯の⽞関⼝である壺阪⼭駅、途中に市尾駅、御所市との境
界付近に葛駅（御所市）が設置され、これらの駅周辺も都市的⼟地利⽤が展開しています。 

⼀⽅、広域的な新しい都市軸としては、令和元年 8 ⽉に都市計画道路御所⾼取線の都市計画変
更が⾏われ、本町の⻄側を南北に通過する京奈和⾃動⾞道の御所ＩＣへのアクセスが⾶躍的に向
上します。 

 今後のまちづくりでは、社会経済情勢の変化を捕え、本町の⾃然、歴史、⽂化、産業の保全と
活⽤を基調としつつ、従来の広域連携軸を⽣かしたまちづくりを展開します。また、新たな広域
軸を⽣かし、戦略的かつ適切な⼟地利⽤の誘導を図ることで、持続可能なまちづくりに取り組ん
でいく必要があります。 

 

（２）都市軸 

● 広域連携軸 

国道 169 号を本町の広域連携軸（南北軸）として位置付け、奈良、橿原、吉野、新宮など広域
との連携強化を図ります。また、都市計画道路御所⾼取線は、京奈和⾃動⾞の御所ＩＣを介して、
京都、⼤阪、和歌⼭⽅⾯と⾼速道路で結ばれることから、本町の将来都市構造における広域連携
軸として位置付けることができます。 

● 地域連携軸 

 地域連携軸は、隣接市町村を結び地域的な連携を促進する軸として、東⻄⽅向の町道越智明⽇
⾹線、県道橿原⾼取線、町道清⽔⾕市尾丹⽣⾕線を位置付けます。 

● 町内連携軸 

 町内連携軸は、各地域間の交流や施設の連携の促進を図るとともに、中⼼⽣活拠点や観光拠点
へのアクセスを確保します。 

● ウォーキングルート 

伝統的町並み、壷阪寺、⾼取城跡を結ぶルートをウォーキングルートと位置付け、歩⾏者動線
による歴史、観光拠点をつなぐネットワークを形成します。 
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図 3-1 将来都市構造図 
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（３）主要な拠点の配置 

● 中心生活拠点 

本町のエントランスであり、商店などが⽴地し、住⺠にとって最も⾝近な⽣活拠点となる壺阪
⼭駅と市尾駅周辺地区に中⼼⽣活拠点を配置します。 

● 駅勢拠点 

葛駅（御所市）の駅勢圏では、本町内に住宅市街地が形成されており、葛駅周辺は住⺠の⽣活
拠点となる機能を有することから、駅勢拠点として配置します。 

● 観光拠点 

観光の中⼼的役割を担う⾼取城跡と壷阪寺の観光拠点に加え、与楽カンジョ古墳を始めとする
与楽古墳群、たかとり健幸の森公園、⼟佐街道沿いの観光案内所「夢創舘」を新たな観光拠点と
して配置します。 

● 新産業拠点、拠点整備 

 与楽古墳群やたかとり健幸の森公園などに新たな拠点を配置します。 

 

（４）土地利用エリアと土地活用ゾーン 

● 市街地エリア 

歴史や⽂化と調和し、安⼼、安全な住環境を維持するエリアです。 

● 田園エリア 

美しい⽥園⾵景を有し、⾃然環境と調和したエリアです。 

● 歴史、文化の森林エリア 

東南部の丘陵地を中⼼としたエリアで、豊かな⾃然環境を有し、また歴史的資源も数多く存在
しており、貴重な資源の継承が求められるエリアです。 

● 農業活性化ゾーン 

北部に位置し、農業の魅⼒化、ブランド化を進めるゾーンとして配置します。 

● 自然休養ゾーン 

⾃然環境に恵まれた南⻄部に、新たな地域振興として⾃然休養ゾーンを配置します。 

● 新産業ゾーン 

広域幹線道路沿道で、企業の⽴地誘導を進めるゾーンとして配置します。 

● 歴史文化活用ゾーン 

伝統的な町並みや歴史的建造物が残る⼟佐街道沿いは、歴史⽂化を活⽤したまちづくりを進め
るゾーンとして配置します。 
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3－3 都市計画マスタープランの整備方針 
 

（１）土地利用 

ア 基本方針 

今後の⼟地利⽤に関して、以下の４つの基本⽅針を掲げ、住⺠、企業や⾏政などの全ての主体
が協⼒、連携しながら計画的かつ適切に進めます。 

 

・中⼼⽣活拠点となる近鉄壺阪⼭駅及び市尾駅周辺の機能強化。 

・安⼼して暮らせる住環境の整備。 

・広域連携軸において、計画的な⼟地利⽤の誘導。 

・⼭林や農地の適切な保全、整備。 

 

イ 整備方針 

● 中心生活拠点 

壺阪⼭駅と市尾駅周辺は、⽣活利便機能の整備を進め、中⼼⽣活拠点の強化を図ります。 
また、壺阪⼭駅から国道 169 号を経て⼟佐街道までの区間は、駅前広場の整備、交差点改良、

歩道整備を促進します。 
● 駅勢拠点 

葛駅（御所市）周辺は、駅へのアクセスの利便性確保の取組を進めます。 

● 観光拠点 

観光の中⼼的役割を担う⾼取城跡と壷阪寺は、更に多くの来訪者の交流など、新たなにぎわい
の創出に努め、交流機能の充実を図ります。 

また、与楽古墳群では、拠点施設の導⼊に取り組みます。また、⼟佐街道沿いの観光案内所「夢
創舘」は町内連携軸やウォーキングル−トの中継基地として、情報発信機能や他の観光拠点との
連携機能の充実を図ります。 

● 市街地エリア 

都市基盤整備を進め、歴史や⽂化と調和し、安⼼、安全な住環境の整備を進めます。 

● 田園エリア 

農業基盤整備を進め、⾃然環境との調和を図るとともに、集落の⽣活機能の向上を図ります。 

● 歴史、文化の森林エリア 

東南部の丘陵地の豊かな⾃然環境や歴史⽂化資源は、地域の貴重な資源として次世代へ継承す
るため、保全や利活⽤を促進します。  
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● 農業活性化ゾーン 

農業活性化ゾーンでは、農業の魅⼒化、ブランド化を進めるため、新規就農者を⽀援するとと
もに、ブランド戦略として特産品の開発や広報活動を⾏います。 

● 自然休養ゾーン 

⾃然休養ゾーンでは、健康、医療のまちづくりとして医療ツーリズムの構築に取り組むととも
に、憩いの場として地域内外の住⺠の交流促進を図ります。 

● 新産業ゾーン 

広域連携軸の沿道の空閑地などで、適正な企業の⽴地や誘致を図り、産業の活性化を図ります。 

● 歴史文化活用ゾーン 

城下町のたたずまいが残る⼟佐街道沿いは、伝統的な町並みのゾーンとして、歴史的景観の保
全を図るとともに、観光ネットワークの拠点として整備を進めます。 
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図 3-2 土地利用の方針



第 3章 全体構想 

22 

 

（２）都市施設 

① 交通体系づくり 

１. 道路網の整備、見直し 

ア 基本方針 

・広域的な幹線道路の整備を促進し、これにつながる道路網の整備を⾏います。 

・道路網の整備は、⼟地利⽤の変化を踏まえ、必要に応じて⾒直しを⾏います。 

・地域間や集落間を連絡する既存道路の維持補修を⾏います。 

イ 整備方針 

 
・国道 169 号の交差点改良、沿道環境の整備 
・都市計画道路御所⾼取線の整備促進 
 
・県道橿原⾼取線の整備箇所の検討 
・県道五條⾼取線の整備 
・県道明⽇⾹清⽔⾕線の改良促進 
・県道⾺佐清⽔⾕線の整備⾒直し 

 
・壺阪⼭駅周辺整備に伴う関連道路の整備 
・集落内⽣活道路の維持補修 
・集落から幹線道路につなぐ道路の維持補修 
 

２. 道路関連施設の整備 

ア 基本方針 

・公共交通機関の路線充実や、ルート変更などを関係機関に働きかけます。 
・橋梁などその他のインフラは、適切な整備、⻑寿命化や維持管理により、ライフサイクルコス

トの縮減、平準化を図ります。 

イ 整備方針 

・交通事業者と連携した公共交通の利便性向上と交通結節機能の強化を図ります。 
・観光、レクリエーション施設や主要な公共公益施設には、適切な台数を確保した駐⾞場の整備

を⾏います。 
・橋梁⻑寿命化修繕計画に基づく修繕を⾏います。  
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３. 歩行者への対応 

ア 基本方針 

・⼟佐街道の通過交通を排除し、歩⾏者を重視した道路のネットワーク化を図ります。 

イ 整備方針 

・観光ルートや通学路などを中⼼に、歩⾏者の安全で快適な道路環境の形成を図ります。 
・交通安全施設の整備を推進します。 
・PTA、学校、教育委員会合同による通学路危険個所改善対策を推進します。（通学路危険箇所

の確認、通学路交通安全プログラムの作成など） 
・⼦供⾒守り隊と連携した児童の安全確保を図ります。（登下校時の⽴哨、あいさつ運動、児童

との移動） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3 交通体系づくりの方針図 
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② 水道施設 

ア 基本方針 

・安⼼して飲めるおいしい⽔を常時提供するため、⽔道施設の整備を⾏います。 

イ 整備方針 

・認可給⽔区域内の給⽔維持に向けた⽼朽施設更新の検討を⾏います。 

・近隣市町村との共同管理も視野に⼊れ、施設の更新計画を策定します。 

 

③ 汚水処理施設 

ア 基本方針 

・⾼取町流域関連公共下⽔道事業計画に基づき、下⽔道管渠施設の整備を⾏います。 

イ 整備方針 

・⾼取町流域関連公共下⽔道事業計画に基づき、公共下⽔道の早期概成を⾏います。 

・下⽔道整備が困難な地域の合併処理浄化槽整備補助を⾏います。 

 

④ 保健、福祉施設 

ア 基本方針 

・地域住⺠がお互いに⽀え合えるコミュニティづくりを推進します。 

イ 整備方針 

・地域の保健、福祉を⽀える団体や関係機関をネットワーク化するとともに、窓⼝、サービスを
統合した利便性の⾼い地域福祉拠点の整備を⾏います。 

 

⑤ 教育、生涯学習施設 

ア 基本方針 

・教育、⽣涯学習施設の充実を図ります。 

イ 整備方針 

・幼稚園と学校の施設、設備の充実を図ります。 

・⾼取城にまつわる歴史資料館（仮称）の整備を⾏います。 

・屋内スポーツ、レクリエーション施設の整備及び確保を⾏います。  
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⑥ 公園 

ア 基本方針 

・⼦供たちが、安全でのびのび楽しく遊べる場を確保します。 

・住⺠が利⽤しやすく、集まりやすい広場づくりを⾏います。 

イ 整備方針 

・健康、医療をテーマとしたまちづくりを推進するとともに、憩の場としてレクリエーション施
設を整備し、地域内外の交流促進を図ります。 

・各⼤字の集会所、神社の境内など、実状に合った⾝近な⼦供の遊び場を整備します。 

・公園、緑地、⽂化財、公共公益施設などのネットワークを形成するとともに、ゆっくりくつろ
げる休憩施設を沿道に整備します。 

 

 

（３）生活環境 

① 自然、歴史、観光 

ア 基本方針 

・防災対策を⾏いながら、緑地や河川の保全と活⽤を図り、緑と⽔に親しめる環境づくりを⾏い
ます。 

・まちづくり団体との連携により、観光を軸としたにぎわいの創出を図ります。また、観光拠点
の整備を進め、本町が有する豊かな⾃然や歴史環境を⽣かした交流⼈⼝の拡⼤を図ります。 

・⾼取らしい恵まれた⾃然環境を守り、開発に当たっては、⾃然との調和を図り⼈にやさしいま
ちづくりを⾏います。 

イ 整備方針 

・⼟佐街道周辺及び⾼取城跡周辺地区の歴史環境の保全を図ります。 

・与楽古墳群周辺地区の史跡ウォーキングルートの策定及び周辺整備を⾏います。 

・与楽古墳群周辺地区に便益施設や多⽬的広場を整備します。 

・周囲の環境と調和したレクリエーション施設（野外活動施設）の誘導を図ります。 

・⾼取城に関連したイベントを開催し、⾼取城跡の利⽤向上を図ります。 

・市尾墓⼭古墳、宮塚古墳を中⼼とした天満丘陵の遺跡群の整備を⾏います。 

・⾼取町森林整備計画に基づく施業放置林対策の推進を図ります。 

・主要な河川、ため池の保全、整備を図ります。 

・城下町の町並みの保全及び景観環境の整備を⾏います。 

・景観保全地区は、奈良県と調整を図りながら景観の保全に努めます。 
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図 3-4 自然・歴史・観光資源の方針図 

 

 

② 防災 

ア 基本方針 

・災害に強い安全な暮らしを確保するため、⾼取町地域防災計画に基づき、消防、防災施設や体
制を整備し、⾃然災害対策を⾏います。 

イ 整備方針 

・地下式防⽕⽔槽、備蓄倉庫などの整備を⾏います。 

・避難地（公園など）の確保、避難ルートの設定を⾏います。 

・公共施設等総合管理計画に基づき公共施設の耐震化の検討を進めます。 

・住宅密集地域の防⽕及び初期消⽕設備を整備するとともに、防⽕訓練を実施します。 
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③ 都市景観 

ア 基本方針 

・本町の緑豊かな⾃然や歴史を保全、活⽤し、安らぎと潤いのある美しい景観づくりを⾏います。 

・便利で分かりやすく、個性のあるまちづくりを⽬指し、サインの整備などを⾏います。 

 

イ 整備方針 

・城下町の町並みの保全及び景観環境の整備を⾏います。 

・案内表⽰板などサインの統⼀的な整備を⾏います。 

・景観保全地区は、奈良県と調整を図りながら景観の保全に努めます。 

 

④ 住環境 

ア 基本方針 

・少⼦⾼齢化社会に対応し、安⼼して暮らせる潤いを感じる市街地や集落づくりを⾏います。 
・⾃然環境などの地域特性を⽣かし、魅⼒ある住宅地の誘導を図るとともに、公害の防除に努め

ながら住居系市街地の住環境の向上を図ります。 
・空き家対策を実施し、良好な住環境の形成を⾏います。 
・昭和 56 年 5 ⽉ 31 ⽇以前に建てられた建築物の耐震診断を促進します。 
 

イ 整備方針 

・地区計画などの活⽤による環境共⽣を図った良好な住環境の形成や保全を⾏います。 

・空き家の予防、活⽤、除却を図ります。 

・城下町での町並み保全と、住環境の向上が⼀体となって実現できるよう、町並み環境整備を推
進します。 

・⾼齢者や⼼⾝障害者（児）などの利⽤に配慮した施設整備を⾏います。 

・多⾯的機能⽀払交付⾦事業などの活⽤を図りながら、農業振興と併せた集落環境の保全、形成
を⾏います。 

・⾼齢化の進⾏を踏まえて、バリアフリー化の⽀援制度の周知を図りながら、福祉向け住宅など
の整備を⾏います。 

・国の住宅・建築物耐震改修等事業を活⽤しながら、既存⽊造住宅の耐震診断を⾏います。 

・安⼼して⼦育てができる住環境の整備を⾏います。 
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第４章 推進方策  
 

4－1 都市計画マスタープランの見直し 
 

関係部署相互の連携を図り、都市計画マスタープランの進捗状況を把握するとともに、事業の
進捗状況を随時公開します。 

また、都市計画マスタープランは計画が⻑期にわたるため、社会情勢の変化に対応して柔軟に
⾒直しを図ります。 

 

 

4－2 関係部署間での都市計画マスタープランの共有化 
 

都市計画マスタープランに沿ったまちづくりを実現するために、関係部署相互の連携を図り、
都市計画マスタープランを共有化します。 

 

 

4－3 都市計画マスタープランの進行管理 
 

都市計画マスタープランを実現するためには、事業の進⾏を適正に管理し、進捗状況を明らか
にするとともに、社会情勢や住⺠ニーズの変化を踏まえ、必要に応じて計画の⾒直しを検討しま
す。 

 このため、計画（Plan）を策定し、これを実⾏（Do）に移し、その成果を点検（Check）し、
これを踏まえて改善（Action）し、更に次の計画へとつなげていく PDCA サイクル⼿法による進
⾏管理を⾏います。 

 

 

 

 

 

 

 




